
報告第７号 

 

 

 

令和７年度瀬戸内市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について 

 

   

 令和７年度瀬戸内市一般会計予算の事故繰越しは、別紙のとおり翌年度に繰

り越したので地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項

の規定により報告する。 

 

 

 

令和８年６月４日提出 

 

 

瀬戸内市長  黒石 健太郎    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

国庫支出金 県支出金 市 債 そ の 他

8 土 木 費 1
土 木
管 理 費

JR 駅 前 等
整 備 事 業

101,007,550 91,701,550 9,306,000 6,894,000 16,200,000 15,300,000 900,000
長船駅駐車場整備に必
要な資材の納期が遅延
したため

左 の 内 訳
支 出 負 担
行為予定額支出未済額

翌 年 度
繰 越 額

説 明

令和７年度 瀬戸内市一般会計予算 事故繰越し繰越計算書

款 項 事 業 名
支 出 負 担
行 為 額 既 収 入

特定財源
支出済額

未 収 入 特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

一般財源


